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安全運転をつくろう。

事故・違反ゼロをめざして
職場で取り組む安
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全運転

活用効果活用効果活用効果活用効果
SDワンダくん

運転記録証明書の



業務・通勤中の事故比率は増加傾向です。

事業所の安全運転管理のツールは、
  運転記録証明書　です！！

詳細なデータ分析で、事業所の課題まるわかり！！
（一人ひとりのデータに基づいた合理的な指導が可能！！）

１年以上無事故無違反の社員さんにはＳＤカードによる
特別メリット盛り沢山！！

社員さんの安全運転意識の向上！！
“継続は力なり”事故防止に高い効果！！
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1 事業所の安全運転管理の重要性

出典：「警察庁統計」資料より作成。( 注 ) データは、事故当事者が原付以上の車両による人身交通事故
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交通事故の防止効果
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2 運転記録証明書の活用効果
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多くの現場で、安全運転管理に運転記録証明書を継続活用することにより、交通事故が減少。

※「新規」とは、運転記録証明書を一括申請した初めての年。したがって、運転記録証明書による安全運転管理が未だなさ
れていない状況を反映したもの（958 事業所　49,986 人）。

　「6 年継続」「11 年継続」とは、交付された運転記録証明書により安全運転管理を行った期間が 5 年以上、10 年以上の
状況を反映したもの（6 年継続 444 事業所 51,375 人　11 年継続 404 事業所 46,275 人）。

（令和 5 年度調査）

安全運転管理を行う上で、経歴証明書の活用を継続すると、一人ひとりの「安全運
転意識の向上」、「交通事故の抑止効果」に活かされ、企業内だけでなく「社会全体
の交通安全」への多大な貢献をすることになります。

11 年継続の活用で、交通事故が 20％以上減少。

継続的な活用がより高い効果を生み出します！
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具体的な効果

有用性

2

3

診断の効果として多くの企業が、安全運転意識の向上と事故・違反の減少、保険料の節約、事故
処理経費の削減など様々な効果を認めています。

「運転記録証明書を利用して貴事業所の安全運転に効果があったと思われますか」という質問に対
し、多くの企業が「効果があった」、「多少効果があった」と回答しています。また、利用期間が
長いほど「効果があった」の割合が高くなっています。

社員の安全意識が向上し、交通事故・違反も減少します！

利用期間が長いほど効果の有用性を認めています！
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■ 効果があった　■ 多少効果があった

■ あまり効果がなかった　■ 効果がなかった
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●運転記録証明書を活用して、社員の交通マナーの向上、違反者の減少を図っています。
●社員の交通事故・違反履歴等の特徴を知り、今後の交通事故の予防に活かしてします。
●従業員の交通事故防止、交通違反者のケアに役立っています。

�●従業員の安全運転の意識向上と交通事故・違反に対する抑止効果を目的として活用しています。
●従業員の交通事故・違反の記録を確認するために活用しています。

活用
事業所の

声声

活用
事業所の

声声

運転記録証明書を利用して、
どのような効果があったと思
いますか？

※数値データは、外部委託による２０２３年度調査結果

※数値データは、外部委託による２０２３年度調査結果

運転記録証明書を利用して
貴事業所の安全運転に効果
があったと思われますか？



●　 ●　4

●社員さん一人ひとりの過去５年・
３年・１年間の交通事故・違反を
証明するものです。

●事業所等が一括して証明書を申
請する場合は、申請書のほかに、
申請者本人（従業員）が代理人
に申請、受領等を委任すること
を記載し、押印した書面が必要
となります（申請書及び委任状
の用紙は、各センター事務所に
用意してあります。）。

●証明書の交付手数料は、1通につ
き800円※（消費税非課税）です。

　なお、ゆうちょ銀行・郵便局によ
る通常払込みの申込みには、別
途払込料金が必要です。
※2025年１0月１日現在

3 そもそも「運転記録証明書」って何？

証明書の内容（見本）1

現時点での
●行政処分の前歴回数
●累積点数

交通事故の場合
●年月日
●内容（事故の種別と原因）
●点数

運転免許の行政処分があった場合
●年月日（処分がなされた日）
●内容

交通違反の場合
●年月日（違反を起こした日）
●内容
●点数（違反に伴う点数）

過去 5 年間
過去 3 年間
過去 1 年間　の 3 種類があります。

事故・違反を繰り
返す者への指導の
強化が可能になり
ます。

大事故に至る前に効果的な
指導をすることが肝要です
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「分析表」って何？2

交通事故・違反がどのような状況でどういった頻度で
発生しているのかなどが明らかになります。

交通事故・違反が発生する原因を突き止めることができます。

原因に応じた、有効な対策有効な対策を立てることが可能になります。

運転記録証明書の分析結果

調査日/○年○月○日対象期間/証明日から過去１年

　　　　　　　　○○○事務所

○○○株式会社　　○○営業所

1まるわかりまるわかり

2まるわかりまるわかり

貴事業所の詳細データ　◉分析したグラフの抜粋

継続年数・グリーン
取得人員

継続年数・ブロンズ
取得人員

継続年数・シルバー
取得人員

継続年数・ゴールド
取得人員

継続年数・スーパーゴールド
取得人員

1年
63
2年
31
4年
15
10年
4
15年
2
20年
1
25年
2
30年
0
36年
0

3年
26
5年
13
11年
4
16年
2
21年
1
26年
1
31年
0
37年
0

小計
57
6年
5
12年
1
17年
0
22年
1
27年
1
32年
0
38年
0

7年
11
13年
4
18年
1
23年
1
28年
1
33年
0
39年
0

8年
5
14年
2
19年
2
24年
2
29年
0
34年
0
40年
0

9年
5

小計
22

35年
0

41年以上
0

小計
54

小計
11

取得者

※一年未満は免許取得後、一年未満の無事故無違反の方です。

非該当
1年未満
3

違反者
107207

年齢

合計

人数
20歳未満
0

20歳～24歳
37

25歳～34歳
123

35歳～44歳
119

45歳～54歳
24

65歳以上
0
317

55歳～64歳
14

150

100

50

0

■ SDカードの年別交付件数■ 調査人員

この分析資料は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第 2条に規定する匿名加工情報です。
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月曜日
合計 55

火曜日
60

水曜日
63

木曜日
61

金曜日
66

土曜日
44

日曜日
38

月曜日
死亡
重傷
軽傷
物損

0
0
3
0

火曜日
0
0
5
0

水曜日
0
0
2
0

木曜日
0
0
1
0

金曜日
0
0
4
0

土曜日
0
0
1
0

日曜日
0
0
1
0

6

5

4

3

2

1

0

60
70

50
40
30
20
10
0

飲酒
等

30K
以上

30K
未満

信号
無視

通行
禁止

追越
通行

一時
停止

歩行
妨害

駐車
違反

積載
違反

シート
ベルト ・・・ ・・・ その

他
2 0 歳未満
20～24歳
25～34歳
35～44歳
45～54歳
55～64歳
6 5歳以上
合 計

0
0
0
0
0
0
0
0

0
8
22
17
4
1
0
52

0
9
54
28
9
0
0
100

0
2
7
7
1
2
0
19

0
7
17
5
1
0
0
30

0
1
0
2
0
0
0
3

0
5
11
1
0
1
0
18

0
0
1
1
0
0
0
2

0
9
34
24
1
0
0
68

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
21
10
1
0
0
34

0
3
34
23
1
0
0
61

■ 交通違反の年代別・項目別件数

■ 交通違反の曜日別一覧表
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■ 交通違反年別状況推移 ※ 過去3年間の交通違反の推移を示す。
40

30

20

10

0

0
0
0

20
20
12

37
32
31

2
9
8

15
10
5

1
0
2

10
4
4

1
1
0

16
23
29

0
0
0

14
3

17

35
19
7

１年未満（H0/0～H0/0）

2～3年前（H0/0～H0/0）
１～2年前（H0/0～H0/0）

■ 交通事故の曜日別一覧表

■ 違反内訳

■ 事故原因
0 5 10 15

13

50

32

21

20

19

19

17

2

1

1

0 50 100 150

安全運転義務違反

指定場所一時不停止等

信号無視

交差点安全進行義務違反

優先道路通行車妨害

通行区分違反

速度超過

横断歩行者妨害等

その他

交差点優先車妨害

放置駐車違反
（駐車禁止場所等）指定

その他
指定場所一時不停止等

通行禁止違反

信号無視（赤色等）

速度超過（20以上
25未満）指定

速度超過（30以上
35未満・高速）指定

速度超過（25以上
30未満）指定

座席ベルト装着義務違反
携帯電話使用等（保持）

135

34

40
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1まるわかりまるわかり

2まるわかりまるわかり 全国同業種事業所との比較

■ 事故・違反の特徴（例　業種：運送事業（貨物））

事故件数比率 違反件数比率

貴事業所所属業種の特徴1

貴事業所の事故件数比率2 貴事業所の違反件数比率3

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

比
　
率（
％
）

所属業種
事故件数比率

全業種平均

1.5 1.1

55.0
50.0
45.0
40.0

30.0
25.0

35.0

10.0
15.0
20.0

5.0
0

比
　
率（
％
）

所属業種
違反件数比率

全業種平均
25.1 17.4

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

比
　
率（
％
）

貴事業所平均
事故件数比率

所属業種平均

0.6 1.5

55.0
50.0
45.0
40.0

30.0
25.0

35.0

10.0
15.0
20.0

5.0
0

比
　
率（
％
）

貴事業所平均
違反件数比率

所属業種平均

47.6 25.1

●�運転記録証明書を活用することで、組織のウィークポイントの発見と科学的な対策、安全運転者への
激励など、管理者の業務が充実したものとなります。
●��職場における交通安全の風土作りに寄与します。

◉その他、交通事故・違反の特徴を資料化したものも提供することができます。
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青少年関係の研修
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4 表彰など

�●ほとんどの従業員が表彰をめざしてがんばっています。その結果、安全運転に関心を持つように
なり、違反者の減少にもつながっています。

�● �3年以上無事故・無違反の者を対象に表彰を実施しています。一度でも違反があると、またやり
直しになるので、みんな真剣です。

�●年に 1回、定期的に事故・違反等の記録が明らかになるので、仕事だけでなくプライベートでも
安全運転を実践しているようです。

�●プラチナ賞を目指し、会社一丸となって無事故・無違反に取り組んできたので大変喜んでいる。
早速、朝礼等で従業員に報告し、今後も賞に恥じないよう安全運転管理に努めていきたい。

�●名誉ある賞を受賞できたことを従業員一同感謝している。運送のプロとして今回の受賞を励みに、
今後なお一層、交通安全に取り組みたい。

�●受賞でき大変うれしい。今後も運転記録証明書を活用した安全管理を徹底していきたい。

担当者の

声声

受賞事業所
管理者の

声声

優秀安全運転事業所の表彰

事業所の優良運転者表彰に活用

職場の安全運転意識や企業イメージを高めることができます！

事業所の優良運転者を表彰することで、安全運転意識を高めることができます！

▶運転記録証明書を活用し、職場ぐるみで安全運転、
交通事故防止に努め、運転記録証明書の分析結
果において一定の成果を上げた事業所を表彰する
「優秀安全運転事業所表彰制度」があり、成果
により銅賞、銀賞、金賞、プラチナ賞のランクに
分けて警察との連名で表彰しています（詳しくは、
各センター事務所にお問い合わせください。）。

▶無事故・無違反表彰＝賞揚による安全運転意識の向上
▶社内セクト別による団体表彰＝管理責任・連帯責任による交通事故防止の意欲増進

令和○年○月
○○県警察本部長

自動車安全運転センター理事長

令和○年○月
○○県警察本部交通部長

自動車安全運転センター
○○県事務所長

令和○年○月
○○県警察本部長

自動車安全運転センター理事長
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交通安全コンクールへの参加

全国各地で様々な企画をもとに実施されている
「交通安全コンクール」への参加

コンクール期間中の無事故・無違反を目指し、
チームメンバー（個人）が安全運転を実施

コンクール期間終了後、期間中の実績を「運転記録証明書」
として参加者に発行・交付

1

2

3

本部　第000001号

令和　　

令和

ゴールドカード
（10年以上20年未満）

シルバーカード
（4年以上10年未満）

ブロンズカード
（2年以上4年未満）

スーパーゴールドカード
（20年以上）

グリーンカード
（1年以上2年未満）

5 SD（SAFE DRIVER）カード

■『無事故・無違反証明書』『運転記録証明書』の
申請者で、1年以上事故・違反等の記録がない
方には、安全運転者であることを表すSDカード
をお渡ししています。
■SDカードは無事故無違反の年数により色分けさ
れています。

SDカードは安全運転のあかし !!
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SDカード取得者に対する優遇制度
SDカードをお持ちの方を対象に、飲食店・道の駅・高速道路のサービス
エリア等で割引を受けられるお店が増えています。SDカード優遇店につ
いては、最寄りのセンター事務所へお問い合わせいただくか、ホームペー
ジをご覧ください。

宿泊 飲食店

道の駅

ショッピング

レンタカー

レジャーレジャー

宿泊 飲食店

道の駅

ショッピング

レンタカー

－ ￥－ ￥－ ￥

交通安全

自動車安全運転センターホームページ https://www.jsdc.or.jp/

SDカードはスマートフォンでも表示できます !!

■「無事故・無違反証明書」または「運転記録証
明書」に印字された二次元コードを読み取るこ
とで、SDカードはスマートフォンでも表示する
ことができます。
■スマートフォンの画面を優遇店で提示すること
で、SDカードの提示と同様に様々な優遇サー
ビスを受けることができます。
■詳しい操作方法については、ホームページま
たは下記の二次元コードを読み取りご確認くだ
さい。
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のご案内はコチラ



北海道

北 海 道 事 務 所 〒060-0002 札幌市中央区北二条西 7-1-1 （北海道警察本部庁舎 1F） 011（219）6615
旭川方面事務所 〒070-0036 旭川市六条通 10-2231-1（旭川中央警察署内） 0166（23）7299
釧路方面事務所 〒085-0018 釧路市黒金町 10-5-1 （北海道警察釧路方面本部内） 0154（25）7171
北見方面事務所 〒090-8511 北見市青葉町 6-1 （北海道警察北見方面本部内） 0157（23）1705
函館方面事務所 〒040-0001 函館市五稜郭町 16-1 （北海道警察函館方面本部分庁舎） 0138（55）7500

東北

青 森 県 事 務 所 〒038-0031 青森市大字三内字丸山 198-4 （青森県運転免許センター内） 017（782）5074
岩 手 県 事 務 所 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1（いわて県民情報交流センター内） 019（653）1871
宮 城 県 事 務 所 〒981-3117 仙台市泉区市名坂字高倉 65 （宮城県警察本部運転免許センター内） 022（373）7171・7172
秋 田 県 事 務 所 〒010-1606 秋田市新屋寿町 5-1 （秋田県警察本部運転免許センター内） 018（863）8811
山 形 県 事 務 所 〒994-0068 天童市大字高擶 1300 （山形県総合交通安全センター内） 023（655）3456
福 島 県 事 務 所 〒960-2261 福島市町庭坂字大原 1-1 （福島県警察本部運転免許センター内） 024（591）4111

関東

東 京 都 事 務 所 〒140-8682 東京都品川区東大井 1-12-5 （警視庁鮫洲運転免許試験場内） 03（5781）3550（総務）
03（5781）3660（事故・経歴）

茨 城 県 事 務 所 〒311-3116 東茨城郡茨城町大字長岡 3783-3（茨城県警察本部運転免許センター内） 029（293）8822・8823
栃 木 県 事 務 所 〒322-0017 鹿沼市下石川 681 （栃木県警察本部運転免許センター内） 0289（76）1411・1412
群 馬 県 事 務 所 〒371-0846 前橋市元総社町 80-4 （群馬県総合交通センター内） 027（253）1102
埼 玉 県 事 務 所 〒365-0028 鴻巣市鴻巣 405-4 （埼玉県警察本部運転免許センター内） 048（541）2411・2413
千 葉 県 事 務 所 〒261-0025 千葉市美浜区浜田 2-1 （千葉県警察本部運転免許センター内） 043（276）3040・3080
神奈川県事務所 〒241-0815 横浜市旭区中尾 1-1-1 （神奈川県警察運転免許センター内） 045（364）7000・7001
新 潟 県 事 務 所 〒957-0193 北蒲原郡聖籠町東港 7-1-1 （新潟県警察本部運転免許センター内） 025（256）2344
山 梨 県 事 務 所 〒400-0202 南アルプス市下高砂 825 （山梨県総合交通センター内） 055（285）2344・2345
長 野 県 事 務 所 〒381-2224 長野市川中島町原 704-2 （長野県警察本部北信運転免許センター内） 026（292）5111
静 岡 県 事 務 所 〒420-0949 静岡市葵区与一 6-16-1 （静岡県警察中部運転免許センター内） 054（252）3191・3192

中部

富 山 県 事 務 所 〒931-8562 富山市高島 62-1 （富山県運転教育センター 4 階） 076（451）1840・1841
石 川 県 事 務 所 〒920-0209 金沢市東蚊爪町 2-1 （石川県警察本部運転免許センター内） 076（237）5900
福 井 県 事 務 所 〒919-0476 坂井市春江町針原 58 字 3 （福井県警察本部運転者教育センター内） 0776（51）3980・3981
岐 阜 県 事 務 所 〒502-0841 岐阜市学園町 3-42（ぎふ清流文化プラザ 5 階） 058（274）1000・1001
愛 知 県 事 務 所 〒468-8537 名古屋市天白区平針南 3-605 （愛知県警察本部運転免許試験場内） 052（805）0625
三 重 県 事 務 所 〒514-0821 津市垂水 2566（三重県運転免許センター内・東ウイング 4F） 059（223）1231

近畿

滋 賀 県 事 務 所 〒524-0104 守山市木浜町 2294 （滋賀県警察本部運転免許センター内） 077（585）3456
京 都 府 事 務 所 〒612-8486 京都市伏見区羽束師古川町 647（京都府警察本部自動車運転免許試験場内）075（631）7600
大 阪 府 事 務 所 〒571-0033 門真市一番町 23-16 （大阪府警察門真運転免許試験場内） 06（6909）5821
兵 庫 県 事 務 所 〒650-0011 神戸市中央区下山手通 5-4-1 （兵庫県警察本部内） 078（351）7882・7886
奈 良 県 事 務 所 〒634-0007 橿原市葛本町 120-3 （奈良県警察本部運転免許課内） 0744（23）7171
和歌山県事務所 〒640-8313 和歌山市西 1 （和歌山県警察本部交通センター内） 073（472）4433

中国

鳥 取 県 事 務 所 〒680-0841 鳥取市吉方温泉 2-501-1 （鳥取県運転免許センター内） 0857（50）1288
島 根 県 事 務 所 〒690-0131 松江市打出町 250-1 （島根県警察本部運転免許センター内） 0852（36）6255・6256
岡 山 県 事 務 所 〒709-2192 岡山市北区御津中山 444-3（岡山県運転免許センター内） 0867（24）4360
広 島 県 事 務 所 〒731-5108 広島市佐伯区石内南 3-1-1 （広島県警察本部運転免許センター内） 082（941）5111
山 口 県 事 務 所 〒753-8504 山口市滝町 1-1 （山口県警察本部内） 083（924）4151・4152

四国
徳 島 県 事 務 所 〒771-0214 板野郡松茂町満穂字満穂開拓 1-1 （徳島県運転免許センター内） 088（699）1100
香 川 県 事 務 所 〒761-8031 高松市郷東町 587-138 （香川県警察本部運転免許センター内） 087（882）3399
愛 媛 県 事 務 所 〒799-2661 松山市勝岡町 1163-7 （愛媛県警察本部運転免許センター内） 089（978）1999
高 知 県 事 務 所 〒781-2120 吾川郡いの町枝川 165 （高知県警察本部運転免許センター内） 088（892）5221

九州

福 岡 県 事 務 所 〒811-1396 福岡市南区花畑 4-7-1（福岡県警察本部福岡自動車運転免許試験場内） 092（564）3644
佐 賀 県 事 務 所 〒840-0831 佐賀市松原 1-1-16 号 （佐賀県警察本部内） 0952（29）0335
長 崎 県 事 務 所 〒850-8548 長崎市尾上町 3-3 （長崎県警察本部内） 095（825）4591
熊 本 県 事 務 所 〒869-1107 菊池郡菊陽町大字辛川 2655 （熊本県警察本部運転免許センター内） 096（233）2111
大 分 県 事 務 所 〒870-0401 大分市大字松岡 6687 （大分県運転免許センター内） 097（524）6420
宮 崎 県 事 務 所 〒880-0835 宮崎市阿波岐原町前浜 4276-5（宮崎県警察本部自動車運転免許センター内）0985（29）3456・3457
鹿児島県事務所 〒891-0122 鹿児島市南栄 5-1-2（鹿児島県交通安全教育センター内） 099（269）7574・7575
沖 縄 県 事 務 所 〒901-0225 豊見城市字豊崎 3-22 （沖縄県警察運転免許センター内 1 階） 098（840）2822

自動車安全運転センター本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6紀尾井町パークビル2階　Tel.03-3264-8600（代表）　Fax.03-3264-8610

安全運転中央研修所
〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町 605-16　Tel.029-265-9555（代表）　Fax.029-265-9565

お問い合わせ先 ホームページアドレス　https://www.jsdc.or.jp/自動車安全運転センター
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